
年法律第１２３号）」を加え、同項を同条とする。 

 第４条から第６条までの規定中「老人ホーム」を「養護老人ホーム」に改め

る。 

 第７条第１項を削り、同条第２項中「、居宅介護支援又は介護予防通所介護

を受けた」を「若しくは居宅介護支援を受けた者又は第１号通所事業を利用し

た」に、「利用料金」を「利用に係る料金（以下「利用料金」という。）」に

改め、同項を同条第１項とし、同条第３項第１号中「第４１条第４項各号、第

４２条の２第２項第１号、第４６条第２項、第４８条第２項、第５３条第２項

各号及び第５４条の２第２項第１号」を「第４１条第４項第１号及び第４６条

第２項」に改め、同項第２号中「前号」を「前２号」に改め、同号を同項第３

号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６３

の２第１項第１号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した

額（市長が当該算定した額を勘案して別に定める場合にあっては、その額） 

 第７条中第３項を第２項とし、第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 

 第８条及び第９条中「老人ホーム」を「養護老人ホーム」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

特別養護老人ホーム陽だまりの園及び特別養護老人ホームしゅくがわらを廃

止するため、この条例を制定するものである。 

 

 

議案第１０号 

 

川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年 ２ 月１３日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例 

川崎市小児医療費助成条例（平成７年川崎市条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中第２項から第５項までを削り、第６項を第２項とし、第７項を第３

項とする。 

第４条を削る。 

第５条中「乳幼児等に係る医療費」を「医療費」に改め、同条ただし書を削

り、同条を第４条とする。 

第６条第１項中「（小児（乳幼児等を除く。）については、入院に係るもの

に限る。）」を削り、同条第２項中「満１２歳」を「満１５歳」に改め、「ま

での者」の次に「その他市長が特別の理由があると認める者で規則で定めるも

の」を加え、「基準日から」を「９月１日（以下「基準日」という。）から」

に改め、同条を第５条とする。 

第７条第１項中「乳幼児等（その保護者が第４条第１項の規定に該当する場

合を除く。以下この条及び第９条において同じ。）に係る医療費」を「医療費」

に改め、同条第３項を削り、同条を第６条とする。 



第８条第１項及び第２項中「から第３項まで」を「及び第２項」に改め、同

条を第７条とする。 

第９条第１項中「乳幼児等に係る対象者」を「対象者」に、「第５条」を「第

４条」に改め、同条第２項中「乳幼児等に係る対象者」を「対象者」に改め、

同条を第８条とし、第１０条から第１２条までを１条ずつ繰り上げる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療

費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成について

は、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

通院医療費の助成対象となる年齢を引き上げること、医療費の助成対象とな

る保護者の所得の制限を廃止すること等のため、この条例を制定するものであ

る。 


